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平成27年 職員の給与等に関する報告及び勧告について 
 

平成27年10月9日 
愛媛県人事委員会 

 
 
 

○月例給、特別給ともに２年連続の引上げ 

・月例給は、公民較差483円（0.13％）を解消するため引上げ 

・特別給は、勤勉手当の支給割合を0.10月分引上げ 
  
○給与制度の総合的見直し（平成28年度に実施する措置） 

・地域手当の支給割合の引上げ 

・単身赴任手当の支給額の引上げ 
 
 
１ 県職員の給与と民間給与との比較 

 (1) 月例給  本年４月分の較差 

民 間 給 与 （A） ３８０,５９０円 較差（A－B） 

   ４８３円（０.１３％） 県 職 員 給 与 （B） ３８０,１０７円 

 (2) 特別給（期末・勤勉手当） 

民 間 の 年 間 支 給 割 合 ４.１８月 支給割合の差 

０.０８月 県職員の年間支給割合 ４.１０月 

 

２ 県職員の給与 

 (1) 給与の改定 

  ア 月例給 

   (ｱ) 給料表 

     人事院勧告の内容（初任給・若年層 2,500 円、その他 1,100 円引上げを基本に改

定）を基礎として、公民較差の是正に必要な率を乗じて得た額に改定（平均改定率

0.74％） 

   (ｲ) 初任給調整手当 

    ａ 医療職給料表(一)の適用を受ける医師・歯科医師の支給限度額 

                        月額 412,200円 → 413,300円 

    ｂ ａ以外の医師・歯科医師の支給限度額 月額 50,300円 →  50,500円 

    ｃ 獣医師の支給限度額         月額 30,200円 →  30,300円 

   (ｳ) 地域手当 

    ａ 東京都特別区在勤者の支給割合         18％ → 18.5％ 

    ｂ 大阪市在勤者・医療職給料表(一)適用者の支給割合 15％ → 15.5％ 

    ｃ 名古屋市在勤者の支給割合           13％ → 14％ 

    ｄ 高松市在勤者の支給割合            ４％ → ５％ 

   (ｴ) 実施時期 

     平成27年４月１日 

  イ 特別給 

    勤勉手当の支給割合を0.10月分引上げ（平成27年12月期） 

    （平成28年度以降は年間で0.10月分引上げ） 

 (2) 改定後の平均給与月額（行政職） 
改 定 額 改 定 率 内    訳 

４７７円 ０.１３％ 
給  料 ４６２円（０.１２％） 

そ の 他   １５円（０.００％） 

《本年の勧告の概要》 
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 （参考）行政職平均給与 

 現   行 改 定 後 増   減 

平均給与月額 380,107円 380,584円          477円（0.13％） 

平均年間給与額 6,166,002円 6,213,051円       47,049円（0.76％） 

    行政職平均年齢 44.5歳 

 

３ 給与制度の総合的見直し 

 (1) 基本的考え方 

   世代間の給与配分を更に適正化し、職務や勤務実績を給与に反映させるため、本県に

おいても国に準じて給与制度の総合的見直しを実施する必要があると判断し、本年４月

から３年間をかけて段階的に実施 

 (2) 措置内容 

  ア 地域手当 

   (ｱ) 東京都特別区在勤者の支給割合         18.5％ → 20％ 

   (ｲ) 大阪市在勤者・医療職給料表(一)適用者の支給割合 15.5％ → 16％ 

   (ｳ) 名古屋市在勤者の支給割合            14％ → 15％ 

   (ｴ) 高松市在勤者の支給割合             ５％ → ６％ 

  イ 単身赴任手当 

   (ｱ) 基礎額   月額 26,000円 → 30,000円 

   (ｲ) 加算限度額 月額 58,000円 → 70,000円 

 (3) 実施時期 

   平成28年４月１日 

 (4) その他 

   昇給制度の見直しについては、国の今後の動向を注視する必要 

 

４ 再任用職員の給与 

  国における検討状況に留意しつつ、検討を進める必要 

 

５ 公務運営に関する課題 

 (1) 人材の確保・育成 

   少子高齢化の進展による若年労働者の減少や民間企業の採用意欲の高まりも相まって

受験者獲得競争が激化する中、時代に即した試験制度の在り方や県民の負託に応えるこ

とができる多様で有為な人材の確保策について幅広く検討し、これまで以上に受験者確

保に取り組む必要 

   また、職員の意識改革の徹底や人材育成にも引き続き取り組む必要 

 

 (2) 女性の採用・登用の拡大 

   男女共同参画社会の実現を図り、多様化する住民ニーズに対してよりバランスのとれ

た行政サービスを提供するため、女性職員が幅広く職務経験を積む機会を確保し、女性

職員が働きやすい職場環境に留意しながら、有為な人材の積極的な採用・登用を進めて

いく必要 

 

 (3) 高齢層職員の能力・経験の活用（雇用と年金の接続の在り方） 

   年金支給開始年齢の引上げや、40～50歳台の職員が多いことによる将来的な懸念に対

処するため、再任用職員の能力及び経験を職務遂行の中で活用していく必要 
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   また、国や民間の定年延長の動向を見極めながら、再任用の運用状況を随時検証する

必要 

 

 (4) 仕事と生活の両立支援の推進 

   育児等を行う職員が仕事と生活を両立しながら勤務できる環境整備は、有為な人材の

確保の観点からも重要であり、男女の区別なく職員が育児に参加できる職場環境づくり

に一層取り組む必要 

 

 (5) 超過勤務の縮減、年次有給休暇の取得促進等 

   超過勤務の縮減は、職員のワーク・ライフ・バランスの実現や健康保持の面から重要

な課題であり、長時間勤務の職場を注視しつつ、実効性の高い取組を一層推進する必要 

   フレックスタイム制は、国の実施状況や他団体の動向を見極めながら検討する必要 

   年次有給休暇は、取得しやすい職場環境づくりになお一層取り組む必要 

 

 (6) 職員の健康管理 

   精神疾患による長期の病気休暇取得者は依然として多数に及んでおり、引き続きライ

ンケアの充実・強化を図り、予防及び早期発見・早期対応に努めるほか、ストレスチェ

ック制度の適切な運用に努める必要 

   また、引き続きパワハラやセクハラなどの未然防止に努め、快適な職場環境を維持す

る必要 
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個々の県職員に、職種別民間給与実態調査結果に基づいた役職段階、学歴、年齢階層が同等の民間従

業員の給与を支給した場合の支給総額（民間給与総額(Ａ)）を県職員総数で除して得た平均給与額（ａ

＝民間水準）と県職員の平均給与 (ｂ)を比較し、公民較差を算出します。 

  
 

 
 
 

１級 大 卒 22・23歳 民間給与×県職員数 

  
 
県職員給与×県職員数 

９級 

８級 

２級 

７級 

６級 

３級 

５級 

４級 

  
 

 
 
 

短大卒 20・21 歳 民間給与×県職員数 

  
 
県職員給与×県職員数 

  
 

 
 
 

高 卒 18・19歳 民間給与×県職員数 

  
 
県職員給与×県職員数 

  
 

 
 
 

中 卒 16・17歳 民間給与×県職員数 

  
 
県職員給与×県職員数 

役職段階ごとに「１級」

と同様、学歴別、年齢階

層別に民間給与及び県職

員給与を算定 

＜役職段階＞ ＜学歴＞ ＜年齢階層＞ ＜民間給与総額(Ａ)＞ ＜県職員給与総額(Ｂ)＞ 

24･25歳 

26･27歳 

民間給与総額 

÷県職員総数 

＝380,590円(ａ) 

県職員給与総額 

÷県職員総数 

＝380,107円(ｂ) 

本年の較差(ａ)－(ｂ)＝483円（0.13％） 

県職員給与と民間給与との比較方法（ラスパイレス比較） 

県職員と民間企業との初任給比較（平成27年4月現在） 

民間企業（新卒事務員・新卒技術者計） 県職員（行政職） 

大 学 卒 高 校 卒 大 学 卒 高 校 卒 

180,877 円 143,728 円 177,600 円 144,300 円 

 

○職種、役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士の平均給与額を比較 

≪比較例≫ 

行政職 
４ 級 

事務・技術 
係長相当 

事務・技術 
課長相当 

事務・技術 
係長相当 

比較する 

比較しない 

比較しない 

※役職段階相違 

※年齢相違 

大卒、44・45歳 

大卒、44・45歳 

大卒、44・45歳 

大卒、40・41歳 


